雲仙市移動支援事業（通学支援）実施要領（案）


（目的）
第１条　この要領は、雲仙市地域生活支援給付事業実施要綱（平成２７年雲仙市告示第　　号。以下「要綱」という。）第３条第１号の移動支援事業のうち通学支援に係る部分（以下「通学支援事業」という。）について、同要綱に定めるもののほか、必要な事項を定める。
（事業の内容）
第２条　通学支援事業は、通学に関する必要な支援を、１人のヘルパーが１人の利用者に同行し支援を行う個別支援型又は１人のヘルパーで利用者最大４人まで支援を行うグループ支援型とする。ただし、グループ支援型においては、安全性を確保できる範囲で支援を行わなければならない。
（対象者）
第３条　通学支援事業の対象者は、次の要件のいずれかに該当し、移動時において見守り若しくは声かけの支援又は部分的若しくは全面的に体に触れる支援等が必要な者とする。
（１）　身体障害者手帳の交付を受けている児童
（２）　療育手帳の交付を受けている児童
[bookmark: _GoBack]（３）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５条に規定する児童
（事業の範囲及び通学方法）
第４条　通学支援事業の範囲は、特別支援学校への登校（登校前の準備並びにクラブ活動、職場実習及び学校行事を含む。）及び特別支援学校からの下校とし、その経路については、自宅、バス停留所等個別の状況を勘案して対応するものとする。ただし、移動時に特段の配慮を要する場合又は事業所の送迎支援が得られない場合は、帰着先が自宅以外の場所（福祉サービス事業所、放課後児童クラブ等）であっても、下校とみなす。
２　前項の登校及び下校については、バス、福祉有償運送等個別の状況に対応するため、方法は問わないものとする。
（支給量の基準）
第５条　支給量の基準は、１回（片道）当たり１．５時間（２人介護の場合は、３時間）、１月当たり５２時間を限度とする。
（費用の算定）
第６条　費用の算定については、次の各号に定めるとおりとする。
（１）　第４条第１項に規定する事業範囲（下校については、保護者又は福祉サービス事業所職員その他の当該対象者の保護をする者に引き渡すまでを範囲とする。）における全ての支援について算定するものとする。ただし、福祉有償運送による移動中も見守りが必要な場合は、当該見守りを算定に加えることができる。
（２）　身体障害者手帳の交付を受けている児童で、乗車及び降車の介助を行う場合は、乗降介助を算定（片道１回を限度とする。）できるものとする。
（３）　身体介護有を算定する場合は、通院等介助に準ずる取扱いとし、要綱別表に掲げる調査票の項目のうち１つ以上該当している場合に限る。


附　則
（適用日）
１　この要領は、平成２７年６月１日から適用する。
